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赤川堤防の管理用通路※(鶴岡市伊勢横内

地内)の通行止めを試行した結果、不法投棄

件数０件でした。 
 

 

 

 

 

 
※管理用通路･･･河川巡視、水防活動等のために設けられた堤防上の通路。 

 

【通行止めの試行状況】 
● 通行止め区間 

鶴岡市伊勢横内地内（羽黒橋付近） から 鶴岡市斎藤川原地内（鶴羽橋）まで 

（赤川左岸１９．１ｋ～２０．２ｋ付近） 約１．１㎞の区間 

   ● 通行止め期間  

平成２２年 ７月３０日（金） から 平成２２年１１月３０日（火） まで（１２４日間） 

 

【通行止め以前の不法投棄の状況】 
伊勢横内地内（赤川左岸約１．１ｋｍの区間）の河川敷での過去５ヵ年同時期（平成１７年度

～２１年度）の不法投棄状況 

● 不法投棄件数 

  ２５件（年平均５件）  

      

● 不法投棄の処分に要した費用 

  およそ２５万円（年平均およそ５万円） 

      

【通行止め以降（１２４日間）の検証結果】 
伊勢横内地内の河川敷での検証結果 

● 不法投棄件数  ０件 

   ● 緊急車両の通行回数  ０回 

    

   不法投棄件数が０件、投棄物の処分費も０円となり予想以上の効果が得られました。 

 

 

 

 

 
                                                
                                         
 

 
 

記者発表資料 

平成２２年７月３０日から平成２２年１１月３０日まで、赤川へのゴミ

の不法投棄を防ぐため、鶴岡市伊勢横内地内の管理用通路の通行止

めを試行的に実施した結果、不法投棄件数０件でした。 

〈発表記者会〉酒田記者クラブ、鶴岡記者会


